
薬物乱用は乱用者本人のみならず、周囲の人、更には
社会全体に害悪を及ぼす重大な犯罪です。

★ 乱用者自身の精神・身体への弊害

覚醒剤を始めとする薬物の乱用は精神と身体の
両面を破壊します。
規制される薬物は、中枢神経系に作用すること
から、「一度だけ」という好奇心や遊びのつもり
でも、薬物の依存性と耐性によって、自分の意志
ではやめることができなくなります。
また、その薬理作用から幻覚、妄想等の精神障
害に陥り、凶悪な犯罪や重大な交通事故等を引き
起こすことがあり、さらに、薬物の購入資金を得
るための犯罪も発生しています。

《覚醒剤》 《大麻草》

★ 薬物乱用に関する相談や情報がある方は…
◎ 薬物１１０番（ホワイトテレホン）
０１２０－１１０８７４

◎ 佐世保警察署 秘密は必ず

０９５６－２３－０１１０ 厳守します！

◎ 最寄りの交番・駐在所
までお知らせください！


